
 

大学主催研修等に対するイノベーション・創業教育プログラム「認定研修」としての指定について 

 

 

会津大学が主催の下記研修について、イノベーション・創業教育プログラム実施要領（以下「実施

要領」いいます）第１（2）の③の規定に基づき「認定研修」として取り扱うこととし、公表します。 

 

 プログラム名 実施年

度 

実習 （派

遣）期間 

単位 

1 大連事業開発プロジェク

ト/DNA インターンシップ

代替プログラム 

2019 2週間  

2 シリコンバレーインターン

シップ代替プログラム 

2020 4週間 認定 

（２単位） 

3 シリコンバレーインターン

シップ代替プログラム 

2021 3週間 認定 

（２単位） 

4 ベトナムインターンシップ

代替プログラム 

2021 4週間 認定 

（２単位） 

5 ベトナムインターンシップ

代替プログラム 

2022 4週間 認定 

（２単位） 

6 ベトナムインターンシップ

プログラム 

2023 5週間  

7 シリコンバレーインターン

シッププログラム（コース

A） 

毎年 2週間 2単位 

 

※ 実施要領第 4(1)として用いた研修は「認定研修」の参加要件の充足には用いることができませ

んのでご注意下さい。 

 


